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■7月 14日 に学習会を開催 します■

講師は、品川成年後見センターの斎藤修一さん

参加店'を暮築し春す

6月 19日 、総会後 (5月 27日 )初の理事 。運営委員合同の会議を開きました。その結果、会員

を対象に定期的に学習会を開催することを決定しました。

第 1回 目は、以下のとおり。

日時:7月 14日 (■)13時半～15時半

場所:財団法人さわやか福祉財団4階会議室

(東京都港区芝公園2-6-8日本女子会館内、L03-5470-7751)
*交通機関 JR「浜松町」駅、都営地下鉄三田線「芝公園」駅、同大江戸線「大門」駅など。

テーマ:後見活動の実務(具体的な事例から学ぶ)

講師:斎藤修―・品川区社会福祉協議会・品川成年後見センター室長

会費等:会場が無料でお借りできることとなつたため今回は、無料です。当日参加も可能ですが、会場

整理の都合上、参加希望者は、7月 9日幌 )ま でにメールかファックスでご連絡下さし、 時間があれ

ば勉強会の今後の進め方についてもご意見を伺います。なお、勉強会担当は、和久井理事です。

■NPO設立認証申請手続きが終了しました■

総会の決定を受け、事務局は6月 20日 、特定非営利活動法人設立の認証を求めて、担当官庁の窓

口である東京都生活文化スポーツ局都民生活部管理法人課に、申請書類一式を提出しました。

今後、公告 (都の公報に掲載)、 2カ月の縦覧期間を経てから審査に入り、2カ月以内に「認証」か
「不認証」の決定が行われます。「認証」通知が来れば、2週間以内に法務局 (登記所)に法人設立

登記をします。

また、設立をお祝いする会なども検討しています。ご期待下さし、

■事務局で活動できる人を募つています■

運営委員として事務所オープン日の月曜日 10‐ 16時の間に定期的に参加できる会員は、事務局まで

ご連絡下さい。パソコンが得意な方など、それぞれの持ち味を活かして事務局活動にご参加いただけ

けると幸いです。電話によるご連絡は、月曜日にお願いします。
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